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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向両側面に沿って第１軌道面がそれぞれ形成された軌道レール，前記軌道レール
に跨架して前記第１軌道面に対向して第２軌道面がそれぞれ形成され且つ前記第１軌道面
と前記第２軌道面とから成る軌道路を転走する転動体であるローラを介して相対移動する
スライダから成り，
　前記スライダは，前記第２軌道面と前記第２軌道面に平行に伸びるリターン路を備えた
ケーシング，前記ケーシングの長手方向の両端面にそれぞれ固着されたエンドキャップ，
前記軌道路，前記リターン路及び前記軌道路と前記リターン路とを連通する前記エンドキ
ャップに形成された方向転換路から構成される循環路を転走する前記ローラ，並びに前記
軌道路に沿って配置され且つ前記ローラを前記スライダに保持する保持板を有しているこ
とから成る直動案内ユニットにおいて，
　前記ケーシングには，前記ローラの一方の端面を案内する第１案内面が前記長手方向に
延びる前記軌道路に沿って形成されていると共に，前記第２軌道面の両端部に前記ローラ
が前記軌道路の無負荷路から負荷路に滑らかに侵入可能になる緩やかなカーブで形成され
たクラウニング部がそれぞれ形成されており，
　前記保持板には，前記ローラの他方の端面を案内する第２案内面が形成されると共に，
前記ケーシングの前記クラウニング部に対向する前記保持板の両端部に前記第２案内面よ
り突出した突出部がそれぞれ形成されており，
　前記方向転換路から前記軌道路へ転走する前記ローラは，前記突出部によって前記第１
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案内面の方向に押圧されて，前記ローラの軸心が前記ケーシングの前記クラウニング部の
入口側で前記第１案内面に対して直交状態の姿勢にそれぞれ整列させて前記ローラのスキ
ューの発生を防止することを特徴とする直動案内ユニット。
【請求項２】
　前記保持板の上下の前記第２案内面間の前記長手方向に沿って形成された前記保持板の
断面Ｖ字形状の凸部でなる尖端部は，前記ケーシングの上下の前記第２軌道面間に前記長
手方向に沿って形成された断面Ｖ字状の凹状係止溝に嵌入されており，前記ケーシングの
袖部の取付け孔に挿通した固定ボルトを前記保持板に形成された取付けねじ孔に螺入して
前記保持板が前記ケーシングに固定されていることを特徴とする請求項１に記載の直動案
内ユニット。
【請求項３】
　前記保持板は，前記ローラの他方の前記端面をガイドする前記第２案内面が形成されて
いる合成樹脂製の保持部材，前記保持部材の前記第２案内面の背面側に形成された凹溝に
嵌入して前記保持部材を前記ケーシングに固定する金属製の固定部材，及び前記保持部材
の長手方向の予め決められた複数の位置が切り欠かれた切欠き部に配置され且つ前記固定
部材と前記ケーシングとの間を予め決められた所定の間隔に設定する金属製のこま部材か
ら構成されていることを特徴とする請求項２に記載の直動案内ユニット。
【請求項４】
　前記保持部材は長手方向に直交する断面が山型に形成され，前記山型の傾斜面は平面状
に形成された前記第２案内面を構成しており，前記山型の頂部が前記ケーシングの前記凹
状係止溝に嵌入されており，前記固定部材には長手方向に隔置して複数のねじ孔が形成さ
れており，前記ねじ孔に対応する位置の前記保持板と前記ケーシングには貫通孔が形成さ
れ，前記ケーシングの外側から前記貫通孔に固定ボルトを嵌挿して前記ねじ孔に螺入して
前記保持板が前記ケーシングに固定されることを特徴とする請求項３に記載の直動案内ユ
ニット。
【請求項５】
　前記保持部材の前記端部の中間位置に長手方向に延びるスリットが形成され，前記スリ
ットの両側に一対の弾性変形可能な片持梁状保持部が形成されており，前記軌道路を転走
する上下の前記ローラがそれぞれの前記片持梁状保持部を通過する際に，前記片持梁状保
持部が前記ローラの端面を前記ケーシングの前記第１案内面へとそれぞれ押圧して前記ロ
ーラの前記姿勢にそれぞれ整列させることを特徴とする請求項３又は４に記載の直動案内
ユニット。
【請求項６】
　前記スリットは，前記保持板の端部から前記軌道路の負荷域に達しており，前記クラウ
ニング部よりも長く形成されていることを特徴とする請求項５に記載の直動案内ユニット
。
【請求項７】
　前記保持部材には，前記片持梁状保持部を拡開方向にそれぞれ押圧するばね部材が前記
片持梁状保持部間に配設されていることを特徴とする請求項５又は６に記載の直動案内ユ
ニット。
【請求項８】
　前記第２案内面に沿って延びる前記突出部の長さは，前記ローラのローラ径の２～３倍
に設定されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の直動案内ユニッ
ト。
【請求項９】
　前記突出部の前記端部は，前記第２案内面と前記突出部の頂部を結ぶ傾斜面がそれぞれ
形成されて長手方向の断面形状が台形状に形成されており，前記突出部の前記第１案内面
に対向する部分が前記第１案内面と平行な平面に形成され，前記傾斜面の前記方向転換路
側の第１傾斜面の傾斜角度が前記軌道路側の第２傾斜面の傾斜角度よりも小さく形成され
ていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の直動案内ユニット。
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【請求項１０】
　前記第１傾斜面の長手方向の長さは前記ローラのローラ径の１．５倍以上に形成され，
前記第２傾斜面の長手方向の長さは前記ローラのローラ径の０．５倍以上に形成されてい
ることを特徴とする請求項９に記載の直動案内ユニット。
【請求項１１】
　前記突出部は，前記ケーシングに形成された前記クラウニング部の端部側の無負荷域か
ら負荷域に達する領域まで延びて形成されていることを特徴とする請求項１～１０のいず
れか１項に記載の直動案内ユニット。
【請求項１２】
　前記突出部は前記ケーシングの前記第２軌道面側に形成され，前記保持板の長手方向に
対して直交する方向の前記突出部の幅は，前記ローラのローラ径の０．５倍に形成されて
いることを特徴とする請求項９～１１のいずれか１項に記載の直動案内ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は，軌道路へと転走するローラの軸芯がケーシングの案内面に直交するように
整列させるため，保持板にローラ端面を押圧する手段を設けたローラタイプの直動案内ユ
ニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来，直動案内ユニットとして，保持板自体を軽量に構成すると共に，エンドキャップ
に簡潔に容易に保持することができ，スライダを小形化に構成したものが知られている。
該直動案内ユニットは，軌道レールとその上を転動体であるローラを介して相対移動する
スライダを備えたものであり，スライダは，ケーシング，及びその両端にそれぞれ固定さ
れるエンドキャップを有している。ケーシングの軌道面側に位置するローラは，保持板に
よってケーシングに保持されている。保持板は，ケーシングに形成されている挿通孔に通
した固定ボルトを保持板の背面に配設したナットに螺入してケーシングに固定するように
構成されている。また，保持板は，薄板を長手方向に沿って断面Ｖ字形状に折り曲げた一
対の平板部から成り，一対の平板部は，ケーシングの長さより長く形成されて両端部がエ
ンドキャップに形成された嵌合溝に支持固定されると共に，ケーシングの上下の軌道面を
それぞれ転走するそれぞれのローラの端面をそれぞれ案内してケーシングの軌道面側に保
持している。また，保持板をスライダに保持するために，ケーシングにボルトが挿通され
る挿通孔を形成し，ボルトを保持板の背面のナットに螺入して保持板を固定する構造が示
されている（例えば，特許文献１参照）。
【０００３】
　また，直動転がり案内ユニットについて，円筒ころを保持する保持手段がスライダにワ
ンタッチで固定され，スライダの定格荷重をアップさせるものが知られている。該直動転
がり案内ユニットは，ケーシングの上側軌道面と下側軌道面に配置される円筒ころの間に
保持板が配置され，保持板の係合溝とエンドキャップの係合溝に固定バンドの保持部を係
止させ，エンドキャップに形成された係止穴に固定バンドの屈曲部の先端の係止爪を係合
させる。円筒ころを保持する保持手段は，スライダに組み込まれ，軌道レールとケーシン
グとで形成される軌道路に円筒ころを保持している（例えば，特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２３４８５８号公報
【特許文献２】特開平７－９１４４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ところで，従来，転動体としてローラを使用している直動案内ユニットでは，軌道路内
を転走するローラの軸芯が進行方向に対して傾くことがある。転走中の傾いたローラは，
すべり摩擦を伴って転走するスキューが発生する場合がある。従来の直動案内ユニットで
は，保持板の係止爪によって転動体であるローラをケーシングに形成された軌道面に対し
て保持して，保持板の案内面でローラの端面を案内し，スキューの発生を防止している。
しかし，ローラをスムーズに循環させるためには，ローラの端面と案内面との間に僅かな
隙間が必要である。そのスキューを防止する対策として，ローラとその案内面との間の隙
間を小さくするために，循環路を構成する個々の部品を高精度に製造することで対応して
いたが，製造コストがかかり，それでスキューの発生を防止するための安価な対策が望ま
れていた。
【０００６】
　この発明の目的は，上記の課題を解決することであり，循環路における無負荷域で傾い
たローラの姿勢を軸芯がケーシングの案内面に直交するように整列させて正しい姿勢で負
荷域に転走させ，摺動抵抗の変動や発熱を抑制するため，保持板を構成する保持部材にそ
の端部にスリットを設けて二股状の弾性変形可能な片持梁状保持部に形成し，該片持梁状
保持部に突出部を設けて，該突出部の両端に設けた傾斜面でローラの姿勢を徐々にその軸
芯がケーシングの案内面に直交するように整列させることができる直動案内ユニットを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は，長手方向両側面に沿って第１軌道面がそれぞれ形成された軌道レール，前
記軌道レールに跨架して前記第１軌道面に対向して第２軌道面がそれぞれ形成され且つ前
記第１軌道面と前記第２軌道面とから成る軌道路を転走する転動体であるローラを介して
相対移動するスライダから成り，前記スライダは，前記第２軌道面と前記第２軌道面に平
行に伸びるリターン路を備えたケーシング，前記ケーシングの長手方向の両端面にそれぞ
れ固着されたエンドキャップ，前記軌道路，前記リターン路及び前記軌道路と前記リター
ン路とを連通する前記エンドキャップに形成された方向転換路から構成される循環路を転
走する前記ローラ，並びに前記軌道路に沿って配置され且つ前記ローラを前記スライダに
保持する保持板を有していることから成る直動案内ユニットにおいて，
　前記ケーシングには，前記ローラの一方の端面を案内する第１案内面が前記長手方向に
延びる前記軌道路に沿って形成されていると共に，前記第２軌道面の両端部に前記ローラ
が前記軌道路の無負荷路から負荷路に滑らかに侵入可能になる緩やかなカーブで形成され
たクラウニング部がそれぞれ形成されており，
　前記保持板には，前記ローラの他方の端面を案内する第２案内面が形成されると共に，
前記ケーシングの前記クラウニング部に対向する前記保持板の両端部に前記第２案内面よ
り突出した突出部がそれぞれ形成されており，
　前記方向転換路から前記軌道路へ転走する前記ローラは，前記突出部によって前記第１
案内面の方向に押圧されて，前記ローラの軸心が前記ケーシングの前記クラウニング部の
入口側で前記第１案内面に対して直交状態の姿勢にそれぞれ整列させて前記ローラのスキ
ューの発生を防止することを特徴とする直動案内ユニットに関する。
【０００８】
　また，この直動案内ユニットにおいて，前記保持板の上下の前記第２案内面間の前記長
手方向に沿って形成された前記保持板の断面Ｖ字形状の凸部でなる尖端部は，前記ケーシ
ングの上下の前記第２軌道面間に前記長手方向に沿って形成された断面Ｖ字状の凹状係止
溝に嵌入されており，前記ケーシングの取付け孔に挿通した固定ボルトを前記保持板に形
成した取付けねじ孔に螺入して前記保持板が前記ケーシングに固定されている。
【０００９】
　また，前記保持板は，前記ローラの他方の前記端面をガイドする前記第２案内面が形成
されている合成樹脂製の保持部材，前記保持部材の前記第２案内面の背面側に形成された
凹溝に嵌入して前記保持部材を前記ケーシングに固定する金属製の固定部材，及び前記保
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持部材の長手方向の予め決められた複数の位置が切り欠かれた切欠き部に配置され且つ前
記固定部材と前記ケーシングとの間を予め決められた所定の間隔に設定する金属製のこま
部材から構成されているものである。
【００１０】
　また，前記保持部材は，長手方向に直交する断面が山型に形成され，前記山型の傾斜面
は，平面状に形成された前記第２案内面を構成しており，前記山型の頂部が前記ケーシン
グの前記凹状係止溝に嵌入されており，前記固定部材には，長手方向に隔置して複数のね
じ孔が形成されており，前記ねじ孔に対応する位置の前記保持板と前記ケーシングには貫
通孔が形成され，前記ケーシングの袖部の外側から前記貫通孔に固定ボルトを嵌挿して前
記ねじ孔に螺入して前記保持板が前記ケーシングに固定されるものである。
【００１１】
　また，この直動案内ユニットは，前記保持部材の前記端部の中間位置に長手方向に延び
るスリットが形成され，前記スリットの両側に一対の弾性変形可能な片持梁状保持部が形
成されており，前記軌道路を転走する上下の前記ローラがそれぞれの前記片持梁状保持部
を通過する際に，前記片持梁状保持部が前記ローラの端面を前記ケーシングの前記第１案
内面へとそれぞれ押圧して前記ローラの前記姿勢にそれぞれ整列させるものである。更に
，前記スリットは，前記保持板の端部から前記軌道路の負荷域に達しており，前記クラウ
ニング部よりも長く形成されている。
【００１２】
　また，この直動案内ユニットは，前記保持部材には，前記片持梁状保持部を拡開方向に
それぞれ押圧するばね部材が前記片持梁状保持部間に配設されている。また，前記第２案
内面に沿って延びる前記突出部の長さは，前記ローラのローラ径の実質的に２～３倍に設
定されている。
【００１３】
　また，前記突出部の前記端部は，前記第２案内面と前記突出部の頂部を結ぶ傾斜面がそ
れぞれ形成されて長手方向の断面形状が台形状に形成されており，前記突出部の前記第１
案内面に対向する部分が前記第１案内面と平行な平面に形成され，前記傾斜面の前記方向
転換路側の第１傾斜面の傾斜角度が前記軌道路側の第２傾斜面の傾斜角度よりも小さく形
成されている。更に，前記第１傾斜面の長手方向の長さは，ローラ径の実質的に１．５倍
以上に形成され，前記第２傾斜面の長手方向の長さは，ローラ径の実質的に０．５倍以上
に形成されている。
【００１４】
　また，前記突出部は，前記ケーシングに形成された前記クラウニング部の端部側の無負
荷域から負荷域に達する領域まで延びて形成されている。更に，前記突出部は，前記ケー
シングの前記第２軌道面側に形成され，前記保持板の長手方向に対して直交する方向の前
記突出部の幅は，前記ローラ径の実質的に０．５倍に形成されている。
【発明の効果】
【００１５】
　この直動案内ユニットは，上記のように，保持板を構成する樹脂製の保持部材の端部に
設けた突出部をローラの一方の端面に当接させ，ローラの他方の端面をケーシングの案内
面に押し付けることによって，ローラの両端面を突出部と案内面とで押さえて，傾いたロ
ーラの姿勢をその軸芯がケーシングの案内面に直交するように転走させ，正しい姿勢にす
る整列させることができる。即ち，この直動案内ユニットは，循環路の無負荷域で転走し
て傾いたローラの姿勢をその軸芯がケーシングの案内面に直交するように整列させて正し
い姿勢に整列させて負荷域に導入することができるので，スキューによる摺動の引っ掛か
りや早期摩耗，摺動抵抗の変動や発熱を抑制することができる。更に，保持部材に設けた
突出部の両端部に形成した傾斜面でローラの姿勢を徐々にその軸芯がケーシングの案内面
に直交するように整列させることができるので，スムーズにローラを循環路で転動させる
ことを実現することができる。また，この直動案内ユニットは，ローラが保持部材に形成
した突出部を通過する際，保持部材の片持梁状保持部が撓むことを利用して突出部をロー
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ラの端面に押圧しているので，傾いたローラの姿勢を確実にその軸芯がケーシングの案内
面に直交するように整列させることができる。この直動案内ユニットは，上記のように構
成されているので，個々の部品精度を上げる必要なく，また，ローラと循環路との間の厳
密な隙間管理を必要としないので，コストを低減できる。更に，保持部材の端部の片持梁
状保持部に弾性変形を付勢するばね部材を設け，突出部をローラ端面に確実に押し付ける
ことができる。また，保持板をケーシングにねじ止めする構成は，固定ボルトの締結力で
保持板を構成する樹脂の保持部材が変形する恐れがあるので，保持部材のねじ止めする位
置に金属製のこま部材を配設し，こま部材を介して保持板をケーシングに固定するので，
固定ボルトの締結力が保持部材に直接加わらないので，ねじ止めによる保持部材の変形を
抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明による直動案内ユニットの一実施例を一部破断して断面を示す斜視図で
ある。
【図２】図１の直動案内ユニットの線分Ａ－Ａにおける断面図である。
【図３】この直動案内ユニットの線分Ｅ－Ｅにおける転動体であるローラが転走する循環
路を示す断面図である。
【図４】図１の直動案内ユニットに組み込まれている保持板を示す斜視図である。
【図５】図４の保持板における符号Ｃの領域を示す拡大斜視図である。
【図６】図４の保持板を分解して示す分解斜視図である。
【図７】図４の保持板を示す平面図である。
【図８】図５に示す線分Ｂ－Ｂにおける断面図を含んだ図４の保持板を示す背面図である
。
【図９】図６の保持板を構成する保持部材を示す平面図である。
【図１０】図６の保持板を構成する保持部材を示す背面図である。
【図１１】図６の保持板を構成する固定部材を示し，（Ａ）は固定部材を示す平面図であ
り，（Ｂ）は（Ａ）の線分Ｃ－Ｃにおける固定部材を示す断面図である。
【図１２】この直動案内ユニットにおけるケーシングと保持板との端面側から軌道路の入
口側を見た正面図である。
【図１３】この発明による直動案内ユニットにおけるローラが方向転換路から軌道路に転
走する動きを示しており，図１４のローラ端面側から見た平面を示す概念図である。
【図１４】この直動案内ユニットにおけるローラが方向転換路から軌道路に転走する状態
の概念を示す説明図である。
【図１５】この直動案内ユニットにおけるケーシングに保持板を取り付け状態を示す拡大
斜視図である。
【図１６】図６に示す保持板を構成するこま部材を示す斜視図である。
【図１７】図１の線分Ｄ－Ｄにおける固定ボルトによって保持板をケーシングに固定した
状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下，図面を参照して，この発明による直動案内ユニットの実施例について説明する。
図１に示すように，この発明による直動案内ユニットは，概して，長手方向両側面２３に
沿って軌道面２１（第１軌道面）がそれぞれ形成された軌道レール１，軌道レール１に両
袖部が跨架して軌道面２１に対向して軌道面２２（第２軌道面）がそれぞれ形成され且つ
軌道面２１と軌道面２２とから成る軌道路１４を転走する複数の転動体であるローラ５を
介して相対移動するスライダ２から構成されている。スライダ２は，主として，軌道面２
２とそれに平行に伸びるリターン路１５を備えた断面逆Ｕ字状のケーシング３，ケーシン
グ３の長手方向の両端面２６にそれぞれ固着されたエンドキャップ４，エンドキャップ４
の端面に配設されたエンドシール８，軌道路１４，リターン路１５及び軌道路１４とリタ
ーン路１５とを連通するエンドキャップ４に形成された方向転換路１６から構成される無
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限循環路１７を転走するローラ５，並びに軌道路１４に沿って配置され且つローラ５をス
ライダ２に保持する保持板７を有している。軌道レール１には，軌道レール１をベース，
ベッド，機台等の相手部材に取り付ける際にボルト（図示せず）が挿入される取付け用孔
５８が形成されている。また，ケーシング３には，その上面にワーク，機器等の相手部材
に取り付けるための取付け用ねじ孔５７が形成されている。エンドキャップ４には，方向
転換路１６内に潤滑剤を供給可能な給油孔６１が設けられている。給油孔６１には，エン
ドキャップ４内の潤滑剤が漏れないように止栓６２が装着されている。ケーシング３には
，エンドキャップ４，貯油板２９及びエンドシール８が固定ボルト６０によって固定され
ている。
【００１８】
　図２に示すように，この直動案内ユニットは，例えば，軌道路１４を４つ備えた四条列
タイプの直動案内ユニットに構成されている。ケーシング３は，ねじ孔５７が設けられて
本体部６４と，本体部６４の両端から垂下する一対の袖部６５を備えている。ケーシング
３の両袖部６５には，ローラ５が無負荷で転走させるリターン路１５が形成されている。
リターン路１５は，ケーシング３の袖部６５に形成された嵌挿孔５６に嵌挿されたスリー
ブ１９に形成されている。軌道レール１の側面２３には，逃げ溝６６が長手方向に沿って
形成されている。ケーシング３の袖部６５には，上下の軌道面２２の間に凹状係止溝３６
が形成されており，凹状係止溝３６には，ローラ５をスライダ２に保持するための保持板
７が配置されている。ケーシング３の袖部６５には，ローラ５の一方の端面２５を案内す
る案内面３１（第１案内面）が形成され，また，案内面３１に対向する位置の保持板７に
は，ローラ５の他方の端面２５を案内する案内面３２（第２案内面）が形成されている。
袖部６５の下面と軌道レール１との間には，下面シール５９が配設されている。エンドキ
ャップ４は，方向転換路１６の外周面が形成されたエンドキャップ本体６，及びエンドキ
ャップ本体６のケーシング側端面に形成された凹部に嵌入したスペーサ９（図３）から構
成されている。図３に示すように，エンドキャップ本体６には，エンドシール８側に形成
された凹部２４に潤滑剤含浸部材である貯油板２９が嵌入して配設されている。図３に示
すように，潤滑プレートである貯油板２９に設けた突出部は，エンドキャップ本体６の外
周面に形成された開口２０から方向転換路１６内に露出しており，該突出部に接触して方
向転換路１６を転走するローラ５に潤滑剤が供給される。貯油板２９は，例えば，超高分
子量の合成樹脂微粒子を押し固めた状態で加熱成形され，合成樹脂微粒子間が連通して多
孔になる多孔質構造の焼結樹脂で形成されている。ケーシング３は，それに形成された軌
道面２２の両端部には，緩やかな曲面形状に形成されたクラウニング部１０が形成されて
いる。クラウニング部１０は，図１３及び図１４に示すように，端面側の無負荷路４４を
形成する領域と，軌道面２２へとに続く負荷路４３を形成する領域とから構成されている
。ケーシング３の端部のクラウニング部１０によって，ローラ５が軌道路１４にスムーズ
の転動して進入できるように構成されている。
【００１９】
　この発明による直動案内ユニットは，ケーシング３には，ローラ５の一方の端面２５を
案内する案内面３１が長手方向に延びる軌道路１４に沿って形成されていると共に，軌道
面２２の両端部にローラ５が軌道路１４の無負荷路４４から負荷路４３に滑らかに侵入可
能になる緩やかなカーブで形成されたクラウニング部１０がそれぞれ形成されている。ま
た，図４及び図５に示すように，保持板７には，ローラ５の他方の端面２５を案内する案
内面３２が形成されると共に，ケーシング３のクラウニング部１０に対向する保持板７を
構成する保持部材１２の両端部２７に案内面３２より突出した突出部３０がそれぞれ形成
されている。この直動案内ユニットは，特に，ローラ５が方向転換路１６から軌道路１４
へ転走し，保持板７の突出部３０によってローラ５がケーシング３の案内面３１の方向に
押圧され，ローラ５の軸心がケーシング３のクラウニング部１０の無負荷路４４即ち入口
側で案内面３１に対して直交状態の姿勢にそれぞれ整列させられ，ローラ５のスキューの
発生が防止されることを特徴としている。
【００２０】
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　また，この直動案内ユニットにおいて，図４及び図５に示すように，保持板７の断面Ｖ
字形状の凸部でなる尖端部３３は，保持板７の上下の案内面３２間の長手方向に沿って形
成され，図２に示すように，ケーシング３の上下の軌道面２２間に長手方向に沿って形成
された断面Ｖ字状の凹状係止溝３６に嵌入されている。図１７に示すように，固定ボルト
４１は，ケーシング３の取付け孔である貫通孔３４に挿通し，保持板７の固定部材１３に
形成された取付けねじ孔４２に螺入され，それによって，保持板７がケーシング３に固定
されている。この実施例では，スライダ２が高剛性で高精度を実現するために効率的に実
施可能な長さに形成されたものが使用されており，ケーシング３の全長を軌道レール１の
幅寸法の略４倍に相当する長さに長く形成した超ロングタイプである。また，図１３及び
図１４に示すように，ケーシング３に形成されたクラウニング部１０の長さＬは，ローラ
５の直径の実質的に４±０．５倍に形成されている。ケーシング３は，軌道レール１の取
付け用孔５８が３個～４個が掛かる長さに形成されており，また，エンドキャップ４の移
動方向長さの６．３～８．３倍の長さに形成されている。ケーシング３の全長に応じて，
クラウニング部１０の長さが異なる場合でも，保持板７に形成されている突出部３０は，
クラウニング部１０の無負荷路４４の領域から負荷路４３の領域に達するように形成され
ている。
【００２１】
　この直動案内ユニットにおいて，図４～図１１に示すように，保持板７は，主として，
ローラ５の他方の端面２５をガイドする案内面３２が形成されている合成樹脂製の保持部
材１２，保持部材１２の案内面３２の背面側に形成された凹溝５０に嵌入して保持部材１
２をケーシング３に固定する金属製の固定部材１３，及び保持部材１２の長手方向の予め
決められた複数の位置が切り欠かれた切欠き部５１に配置され且つ固定部材１３とケーシ
ング３との間を予め決められた所定の間隔に設定する金属製のこま部材１８から構成され
ている。また，この直動案内ユニットは，保持板７を構成する保持部材１２の端部２７の
幅方向中間位置に長手方向に延びるスリット４５が形成され，スリット４５の両側には，
一対の弾性変形可能な片持梁状保持部１１が形成されている。軌道路１４を転走する上下
のローラ５がそれぞれの片持梁状保持部１１を通過する際に，片持梁状保持部１１がロー
ラ５の端面２５をケーシング３の案内面３１へとそれぞれ押圧して，ローラ５の姿勢にそ
れぞれ整列させることができる。また，保持部材１２には，ローラ５の転動面の角部を支
持してローラ５を保持する爪部５５が形成されている。保持部材１２に形成された凹溝５
０は，ばね部材４０を配設するスペースを形成する凹部３５の手前までの領域に形成され
ている。
【００２２】
　図１５には，ケーシング３に取り付いた保持板７の端部２７を拡大した斜視図が示され
ている。保持部材１２には，固定部材１３が収容される凹溝５０の両端部には，撓みによ
って変形した片持梁状保持部１１が，固定部材１３が干渉しないように逃がし部となる切
欠き部５１が形成されている。図１２に示すように，保持部材１２は，ローラ端面２５か
ら案内面３２を押すような方向の力を受けるが，図１５に示すように，固定部材１３によ
ってバックアップされている。保持部材１２の両端部２７に形成された一対の片持梁状保
持部１１は，スリット４５の間隔が狭くなる方向に弾性変形する。また，一対の片持梁状
保持部１１は，独立してそれぞれ弾性変形できるように形成されている。また，スリット
４５を保持部材１２の断面形状において，中央の位置に設定することにより，突出部３０
をローラ端面２５に確実に押し付けることができる。また，図１３及び図１４に示すよう
に，軌道路１４のクラウニング部１０の無負荷路４４の領域から負荷路４３の領域まで突
出部３０を延在することにより，突出部３０でローラ軸芯がケーシング３の案内面３１に
直交するように整列させ正しい姿勢になったローラ５を負荷路４３に確実に導入すること
ができる。また，負荷路４３における摺動抵抗の増加を軽減するため，軌道路１４の負荷
路４３までスリット４５を形成することができる。クラウニング部１０が形成されている
場合，クラウニング部１０を超える位置までスリット４５を形成することにより，負荷路
４３における摺動抵抗を低減できる。
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【００２３】
　また，スリット４５は，保持部材１２の端部２７から軌道路１４の負荷路４３に達して
おり，クラウニング部１０よりも長く形成されている。更に，この直動案内ユニットは，
保持板７には，片持梁状保持部１１を拡開方向にそれぞれ押圧するばね部材４０が片持梁
状保持部１１間に配設されている。また，案内面３２に沿って延びる突出部３０の長さは
，ローラ５のローラ径の実質的に２～３倍に設定されているものである。また，保持部材
１２に形成された案内面３２は，一対に形成されており，各案内面３２には，突出部３０
がそれぞれ設けられている。そして，各案内面３２の端部が片持梁状保持部１１にそれぞ
れ形成されている。保持部材１２の端部２７は，スリット４５により片持梁状保持部１１
に形成されているので，ローラ５が突出部３０を通過する際に，片持梁状保持部１１の撓
みを利用して突出部３０をローラ５の一方の端面２５に当接させることができ，ローラ５
の他方の端面２５をケーシング３の案内面３１に確実に押し当てることができる。更に，
片持梁状保持部１１の撓みに加えて，ばね部材４０の弾性力により突出部３０をローラ端
面２５に当接させているので，ローラ５の他方の端面２５をケーシング３の案内面３１に
一層確実に押し当てることができる。この直動案内ユニットは，上記によって正しい姿勢
のローラ５を軌道路１４の負荷路４３の領域に導入することができる。
【００２４】
　この直動案内ユニットでは，図１４に示すように，ケーシング３の案内面３１と保持部
材１２の案内面３２との間隙は，ローラ５の高さ（軸心長さ）よりも大きく形成されてい
る。これにより，案内面３１，３２とローラ５の端面２５との間には，隙間が形成される
ことになる。保持部材１２の案内面３２に形成された突出部３０は，ローラ５の一方の端
面２５に当接してローラ５の他方の端面２５をケーシング３の案内面３１に押し付ける寸
法に突出部３０が形成されている。図１２に示すように，突出部３０は，ケーシング３の
軌道面２２側に寄った位置に形成されており，ローラ５の端面２５の中心である軸芯位置
に対向する位置に形成されている。また，突出部３０は，ローラ５の端面２５の中心を押
圧する機能を有している。軸芯が傾いたローラ５を，ケーシング３の案内面３１に直交す
る姿勢になるように安定して整列させることができる。従って，ローラ５が突出部３０を
通過する時に，２つの片持梁状保持部１１は，ローラ５をケーシング３の案内面３１に押
し当てながら，スリット４５間が狭くなる方向に撓んで変形する。
【００２５】
　また，保持部材１２に形成した突出部３０の端部は，案内面３２と突出部３０の頂部４
８を結ぶ傾斜面３７，３８がそれぞれ形成されて長手方向の断面形状が台形状に形成され
ている。また，突出部３０の長手方向の両側に一対の傾斜面３７，３８を備えているので
，傾いたローラ５を傾斜面３７，３８で徐々に姿勢を，ローラ軸芯がケーシング３の案内
面３１に直交するように整列させることができ，ローラ５のスムーズな転走と確実にロー
ラ軸芯がケーシング３の案内面３１に直交するように整列させることができる。特に，方
向転換路１６側に形成された傾斜面３７の傾斜角度を小さくして傾斜面の長さを長くする
ことで，徐々にローラ５の姿勢をその軸芯がケーシング３の案内面３１に直交するように
整列させることができる。また，軌道路１４の負荷域側に傾斜面３８を形成することによ
り，負荷域から転走するローラ５がスムーズに突出部３０を通過できる。また，ケーシン
グ３の案内面３１に対向する突出部３０の部分は，案内面３１と平行な平面に形成され，
傾斜面３７の方向転換路１６側の傾斜面３７（第１傾斜面）の傾斜角度は，軌道路１４側
の傾斜面３８（第２傾斜面）の傾斜角度よりも小さく形成されている。更に，この直動案
内ユニットは，傾斜面３７の長手方向の長さＬ１はローラ径の実質的に１．５倍以上に形
成され，傾斜面３８の長手方向の長さＬ２はローラ径の実質的に０．５倍以上に形成され
ている。また，案内面３２に形成された突出部３０の長さＬ３は，ローラ径の実質的に２
倍以上に形成されている。突出部３０は，ケーシング３の案内面３１と共に，ローラ端面
２５の回転軸芯位置を押さえる位置に形成されている。更に，傾斜面３７，３８は，長手
方向の断面形状が曲面形状に形成されてもよいものである。
【００２６】



(10) JP 6876490 B2 2021.5.26

10

20

30

40

50

　この直動案内ユニットは，保持部材１２の端部２７に長手方向に沿って形成されたスリ
ット４５により，保持部材１２の端部２７は，一対の片持梁状保持部１１が形成されてい
る。保持部材１２には，それに形成されたスリット４５の基部に保持部材１２を貫通する
孔６３が形成されている。図５に示すように，スリット４５の基部の孔６３は，スリット
４５側を切り欠いた丸孔に形成されている。孔６３は，スリット４５の幅よりも丸孔を大
きく形成されており，スリット４５の基部に応力集中するのを防止している。保持部材１
２の端部２７に形成されたスリット４５によって形成される一対の片持梁状保持部１１は
，撓みにより，孔６３によって根元の肉厚が薄くなり，弾性変形し易くなるように形成さ
れている。片持梁状保持部１１は，保持部材１２の端部２７に組み込んだばね部材４０の
弾性力に依存するように構成されている。
【００２７】
　また，突出部３０は，ケーシング３に形成されたクラウニング部１０の端部側の無負荷
路４４を形成する領域から負荷路４３を形成する領域に達するまで延びて形成されている
。更に，図１２に示すように，突出部３０は，ケーシング３の軌道面２２側に形成され，
保持板７の長手方向に対して直交する方向の突出部３０の幅は，ローラ径の実質的に０．
５倍に形成されている。この直動案内ユニットでは，突出部３０の長さと幅は，例えば，
ローラ径をＤａとした場合に，長さは２Ｄａ～３Ｄａに形成し，幅は，０．５Ｄａ程度の
寸法に設定することができる。
【００２８】
　また，図１７に示すように，保持部材１２は，長手方向に直交する断面が山型に形成さ
れ，山型の傾斜面４６は平面状に形成された案内面３２を構成しており，山型の頂部４７
がケーシング３の凹状係止溝３６に嵌入されている。図１１に示すように，固定部材１３
には，長手方向に隔置して複数の取付けねじ孔４２が形成されており，取付けねじ孔４２
に対応する位置の保持板７とケーシング３には貫通孔３４が形成され，ケーシング３の外
側から貫通孔３４に固定ボルト４１を嵌挿して取付けねじ孔４２に螺合させることによっ
て，保持板７がケーシング３に固定される。この際，保持部材１２の取付け部は，金属製
のこま部材１８を介してケーシング３に固定されるので，固定ボルト４１の締結力が保持
部材１２に直接伝わることを避けることができ，保持部材１２の変形を抑制することがで
きる。また，保持部材１２には，図１６に示すようなこま部材１８が挿入される切欠き部
５１が形成されている。こま部材１８は，貫通孔５３と保持部材１２の山型に対応する形
状の凸部即ち尖端部３３が形成されている。更に，保持部材１２には，ケーシング３の袖
部６５の給油孔６１から供給された潤滑剤を軌道路１４に導入する機能（図示せず）を備
えている。
【００２９】
　この直動案内ユニットは，上記のように構成されており，図１３及び図１４に示すよう
に，方向転換路１６やクラウニング部１０の無負荷路４４の領域では，ローラ５に負荷が
加わっていないので，ローラ５が傾き易い状態になっている。ローラ５が傾いてスキュー
した状態で転走すると，スライダ２がすべりを伴うような動きをする。傾いたローラ５が
負荷路４３の領域に侵入すると，ローラ５は軌道路２１，２２を滑りながら転走するので
，摩擦が増え，端面２５で案内面３１，３２を押し，摺動抵抗が重くなり，発熱の問題が
生じる可能性がある。そこで，傾いたローラ５の姿勢をその軸芯がケーシング３の案内面
３１に直交した正しい姿勢に整列させるため，軌道路１４の無負荷域４４から負荷路４３
の領域にかけて保持部材１２に突出部３０を設けている。図１３に示すように，軌道路１
４の両端部には，緩やかな曲面形状のクラウニング部１０が形成したので，方向転換路１
６から軌道路１４へローラ５をスムーズに案内することができる。クラウニング部１０の
深さは，例えば，スライダ２に基本静定格荷重の半分の荷重の負荷によって生じるローラ
５と軌道面２１及び軌道面２２との弾性変形量に相当する深さに形成されている。クラウ
ニング部１０の曲面形状は，長手方向に沿って単一曲率半径Ｒで形成されている。クラウ
ニング部１０は，ケーシング３の軌道面２２の平面部と同時加工で連続して形成されてい
る。ケーシング３の端面２６とクラウニング部１０の端部は曲面形状のＲ面取り部が形成
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されている。図１４に示すように，符号ａ，ｂで示すように方向転換路１６内で傾いたロ
ーラ５は，突出部３０の第１傾斜面３７に沿って徐々にローラ軸芯がケーシング３の案内
面３２に直交するように整列させることができ，ローラ５が符号ｃで示すような状態にな
り，突出部３０に案内され，符号ｄ，ｅで示すような正常な状態になる。符号ｄ，ｅで示
すローラ５の一方の端面２５を突出部３０に当接させ，ローラ５の他方の端面２５をケー
シング３の案内面３１に押し付けることにより，傾いたローラ５の姿勢が正しい姿勢にな
り，ローラ５の軸芯がケーシング３の案内面３１に直交した正しい姿勢に整列させること
ができる。ローラ軸心が突出部３０によってケーシング３の案内面３１に直交するように
整列させたローラ５は，次いで，軌道路１４の負荷路４３の領域に進入し，符号ｆで示す
ような状態になり，第２傾斜面３８を介して軌道路１４の負荷路４３に進入することによ
って，ローラ５は，スムーズに転走案内されることになる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　この直動案内ユニットは，工作機械，半導体製造装置，精密測定装置等の相対摺動部材
を備えた各種装置の摺動部材に使用できるものである。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　　軌道レール
　２　　　スライダ
　３　　　ケーシング
　４　　　エンドキャップ
　５　　　ローラ（転動体）
　７　　　保持板
　１０　　クラウニング部
　１１　　片持梁状保持部
　１２　　保持部材
　１３　　固定部材
　１４　　軌道路
　１５　　リターン路
　１６　　方向転換路
　１７　　循環路
　１８　　こま部材
　２１　　軌道面（第１軌道面）
　２２　　軌道面（第２軌道面）
　２３　　側面
　２５，２６　　端面
　２７　　端部
　３０　　突出部
　３１　　案内面（第１案内面）
　３２　　案内面（第２案内面）
　３３　　尖端部
　３４，５３　貫通孔
　３６　　凹状係止溝
　３７　　傾斜面（第１傾斜面）
　３８　　傾斜面（第２傾斜面）
　４０　　ばね部材
　４１　　固定ボルト
　４２　　取付けねじ孔
　４３　　負荷路
　４４　　無負荷路



(12) JP 6876490 B2 2021.5.26

　４５　　スリット
　４６　　傾斜面
　４７　　頂部
　５０　　凹溝
　５１　　切欠き部

【図１】 【図２】
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